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表　大企業優遇税制と法人税率の是正による財源試算（不公平な税制の是正）

　

こ
こ
ま
で
大
企
業
優
遇
税

制
の
実
態
を
見
て
き
た
。
大

公
平
と
は
、
所
得
の
大
き
い

企
業
が
税
金
を
多
く
負
担
す

い
る
の
か
、
こ
れ
を
見
て
み

よ
う
。

　

租
税
特
別
措
置
と
い
う
の

は
「
産
業
経
済
政
策
的
観
点

か
ら
、
税
の
負
担
公
平
原
則

（
応
能
負
担
原
則
）
を
犠
牲

に
し
て
、
特
定
の
納
税
者
に

税
を
軽
減
す
る
一
切
の
措

る
こ
と
に
な
っ
た
。
法
人
税

法
に
よ
る
減
税
額
も
国
税
庁

の
統
計
な
ど
で
公
表
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
を
筆
者
が
ま
と

め
た
も
の
が
下
表
で
あ
る
。

資
本
金
10
億
円
以
上
の
大
企

業
の
減
税
額
を
計
算
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
２
０
１

消
費
税
導
入
後
の
法
人
税
率

の
引
き
下
げ
に
よ
る
減
税
額

２
兆
８
３
４
６
億
円
を
加
え

る
と
、
大
企
業
減
税
は
年
間

８
兆
円
を
超
え
る
。
ち
な
み

に
14
年
度
の
年
間
法
人
税
収

（
予
算
額
）
は
10
兆
円
で
あ

る
。
８
兆
円
を
超
え
る
大
企

業
減
税
を
実
施
し
た
う
え

で
、
法
人
税
の
税
収
は
10
兆

円
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。

莫
大
な
大
企
業
減
税
が
行
わ

れ
て
い
る
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大
企
業
に
適
正
な
課
税
を

行
え
ば
、
８
兆
円
の
財
源
が

生
ま
れ
る
。
ま
ず
不
公
平
な

税
制
を
た
だ
す
べ
き
だ
。
税

の
公
平
原
則
、
応
能
負
担
原

則
に
従
っ
て
、
大
企
業
課
税

を
行
え
ば
、
消
費
税
増
税
な

ど
必
要
は
な
い
の
だ
。

 

（
つ
づ
く
）

る
と
い
う
こ
と
だ
。
日
本
の

法
人
税
の
実
態
は
逆
に
な
っ

て
い
る
。
大
き
な
利
益
を
上

げ
て
い
る
大
企
業
ほ
ど
税
負

担
は
少
な
い
の
だ
。

　

そ
こ
で
具
体
的
に
、
大
企

業
優
遇
税
制
で
、
政
府
は
一

体
い
く
ら
法
人
税
を
ま
け
て

置
」
の
こ
と
だ
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租
税
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措
置
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る
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の
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、
法

人
税
法
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よ
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の
と
二
つ

あ
る
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民
主
党
政
権
の
時
に
「
租

特
透
明
化
法
」
が
成
立
し
、

租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
減

税
額
は
、
全
容
が
公
表
さ
れ

１
年
度
は
試
験
研
究
費
の
税

額
控
除
な
ど
の
租
税
特
別
措

置
法
関
係
で
減
税
額
は
８
１

４
５
億
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。
受
取
配
当
益
金

不
算
入
な
ど
の
法
人
税
法
関

係
で
減
税
額
は
４
兆
５
６
３

７
億
円
。
合
計
で
５
兆
３
７

８
２
億
円
と
な
る
。
こ
れ
に

き
な
利
益
を
上

げ
て
い
る
大
企

業
が
、
様
々
な

大
企
業
優
遇
の

租
税
特
別
措
置

に
よ
っ
て
、
わ

ず
か
な
税
負
担
し
か
し
て
い

な
い
の
だ
。
本
来
税
制
上
の

（１）租税特別措置による大企業の減税額
減税項目 減税額 概　要

租税特別措置法関係（表３） 8,145億円（2011年度）

法
人
税
法
の
租
税
特
別
措
置

受取配当益金不算入 １兆5,694億円（2011年度） 受取配当を利益から除き、減税するもの

外国子会社配当益金不算入 １兆1,337億円（2011年度） 外国籍企業の外国子会社からの配当の95％を利益から除
く減税

連結納税 5,879億円（2011年度）
子会社の所得を親会社の所得と合算して法人税を計算す
る仕組み。連結納税グループ企業の中に赤字法人がある
と、各企業の黒字と赤字が相殺されるため課税所得が減
り、個別に納税するより法人税が減税になる

株式発行差金への非課税 １兆2,727億円
（2007～11年度平均）

会社に株主から払い込まれる株式発行差金（プレミアム）
は一種の「利益」と考えられるが、法人税ではこれに課
税しない

合　計① ５兆3,782億円 注① 12％とは、消費税導入前の法人税率42％－2011年度の法人
税率30％

菅税理士が計算作成（２）法人税率引き下げによる減税額
減税項目 減税額 概　要
課税所得分 ２兆1,892億円 大企業の課税所得×12％（注①）
減税対応分 6,454億円 大企業の減税額（５兆3,782億円）×12％（注①）
合　計② ２兆8,346億円

（合計①＋②）＋大資産家への
優遇税制２兆円で、

10兆円の財源が生まれる！


